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「教育・保育施設（以下「保育所等」）で新型コロナウイルス感染症が発生した場合 Q＆A」 
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令和 2年 9月 2４日 

                                                                      佐倉市子育て支援課 

「濃厚接触者」とはどういう意味ですか。                                                 

     国立感染症研究所によって定められています。 

陽性者の発症日(発症日：発熱や咳等の症状が出た日)の 2日前から(陽性者が無症状(無症状病原体

保有者)である場合は検体採取日の 2日前から)、次に該当する場合が濃厚接触者の対象になります。 

・手が触れることのできる距離（１ｍ）で、必要な感染予防策(マスク等)なしに陽性者と 15分以上 

接触していた場合 

・患者と同居、あるいは長時間(車内・航空機等)の接触があった場合 

・適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護していた場合 

・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い場合 

このため、保育所等でお子さまが陽性であると判明した場合は、初期段階から濃厚接触者に該当 

されるお子さまが多くなることが想定されます。 

 

「濃厚接触者」は、誰が判断するのですか。                                              

保健所が行います。 

陽性者が発生した場合には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症

法)」に基づいて、患者の発生予防と感染症の蔓延防止を目的として、必要に応じて積極的疫学調査 

(濃厚接触者調査)を保健所が実施します。 

 

濃厚接触者と判断されていなければ、登園することができるのではないですか。             

     濃厚接触者と判断されたお子さまの PCR検査結果が数日中に判明します。結果が陽性だった 

場合、更に積極的疫学調査が行われ、あらたな濃厚接触者について判断されます。 

保育所等は、お子さまどうしがマスク等の予防策をとり、 

  社会的距離をとって生活することが困難な生活の場です。 

  保育所等で、お子さまの陽性が判明した場合は、感染症の 

  拡大、保育所等にクラスター(陽性者の集団)が発生する 

可能性があります。 

   初期の段階で、濃厚接触者と判断がない場合であっても、感染症拡大の影響を受ける場合が想定さ

れるため、感染拡大兆候を判断する臨時休園期間の必要性についてご理解とご協力をお願いいたし

ます。濃厚接触者の PCR検査結果と臨時休園延長有無については判明次第、速やかにご連絡します。 

 

PCR検査で陰性だった場合、「保健所の指示で受けた場合」と「医療機関で医師の指示で受け 

た場合」とで、同じ陰性でも、登園できる時期がどのように違うのですか。                     

    「保健所から濃厚接触者と指示を受けて PCR検査を受けた場合」と「受診し医師の判断や会 

  社の指示等で PCR検査を受けた場合」とで、PCR検査結果が陰性だったときの登園再開時期は異 

なります。 

これから迎える秋から冬の時期は、お子さまご自身の発熱等により主治医を受診し、主治医 

の指示等で PCR検査やインフルエンザ検査を同時に受けられるお子さまが増加されることが 

推測されます。PCR検査を受けることになった場合、PCR検査を受けることになった経緯やお子さま 
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の体調、インフルエンザ検査結果等の受診結果を含めて、引き続き各施設にお知らせください。 

ご家庭からのご連絡が、保育所等をクラスターとしないことにつながります。 

■保健所から濃厚接触者として指示を受け、PCR検査を受けた結果が陰性だった場合 

    保健所による積極的疫学調査により濃厚接触者と判定され PCR 検査を受けた場合は、陰性であ

ってもの陽性者との最終接触日の翌日から２週間は、保健所から療養及び健康観察指示期間が指

示されます。陰性であっても、陽性者との濃厚接触が明らかであり、偽陰性(感染しているのに検

査では陰性の結果が出てしまうこと)の可能性があるためです。 

    このため、保護者の方が濃厚接触者として PCR 検査を受けた結果が陰性だった場合について、

保護者の方がご家庭で健康観察期間を過ごされる場合は、園児の登園についても控えて頂きます

ようご理解ご協力をお願いいたします。 

   ■受診して医師の判断や会社の指示等で PCR検査を受けた場合 

    秋から冬は、乳幼児は発熱等により主治医を受診することが増えます。このときに、主治医 

の判断で、診断や治療のために PCR検査を受けて陰性だった場合は、発熱等が改善して 24時間経

過すれば登園することができます。 

ただし、インフルエンザ罹患であった場合は、学校保健安全法に基づく登園停止期間(発症した

後 5日を経過し、かつ、解熱した後 3日以上経過)によります。 

□濃厚接触者として PCR検査を受け陰性だった場合の健康観察期間(保健所指示による) 

     

 

    

 

 

PCR検査結果の「偽陰性」とはなんですか。                                             

     新型コロナウイルス感染症に罹患しているのに、PCR検査結果では「陰性」と出てしま 

   うことです。 PCR検査自体の精度の問題ではありません。個人によっても、感染あるいは発症 

時間によっても、検体採取部位のウイルス量は異なることが大きな原因です。 

 

コロナだからしかたないのはわかりますが、だいじょうぶになったら少しでも早く保育園を 

開けて登園できるようにしてください。緊急事態宣言もあったので仕事はもう長く休めません。         

    保健所の積極的疫学調査への速やかな情報提供等をはじめ、早期判断かつ早期対応決定に至るこ

とができるように事前準備を進めております。また、保護者の皆さまから現に頂いている職場やご

家族等の感染症に係る情報が、合同保育を一時休止する等、保育所等であっても濃厚接触者の範囲

を最小限とする対応を決定し、保育所等内への大規模感染拡大をとどめ、保育所等を早期に再開園

する対応に通じていることを改めて保護者の皆さまに感謝申し上げます。 

 

コロナのワクチンは冬前には間に合いませんでした。インフルエンザの予防接種は受けてお

いたほうがいいですか。                                                                         

      これまでのコロナの流行状況では、保育所等の小さなお子さまの罹患率や重症化は他の年代と比 

比較すると低い様子があります。一方で、インフルエンザについては、小さなお子さまでも肺炎や 

脳症等の重症化に至ることがわかっており、インフルエンザワクチンの接種はインフルエンザ罹患

による重症化を予防する手段の１つです。かかりつけの小児科等の医師の指示を仰ぎながら、予防

接種を進めて頂きますようお願いいたします。 

8/31(月) 9/1（火） 9/2(水) 9/3（木） 9/４(金) 9/5（土） 9/6（日）  

接触 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目  

9/7(月) 9/8(火) 9/9(水) 9/10(木) 9/11(金) 9/12(土) 9/13(日) 9/14（月） 

7日目 8日目 9日目 10日目 11日目 12日目 13日目  14日目健康観察期間終了 
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